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利用契約書 

          （以下、「保護者」といいます。）と友遊学舎（以下、「事業者」といいます。）

は、事業者が          （以下、「利用児童」といいます。）に対して行う放課後等デイサ

ービスの利用について、次のとおり契約します。 

第１条（契約の目的） 

  事業者は、利用児童に対し、児童福祉法令の趣旨にしたがって、放課後等デイサービスを提供し、

保護者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条（契約期間） 

 １ この契約の契約期間は、令和   年   月   日から障害児通所給付費支給期間満了日

までとします。 

 ２ 契約満了日の３０日前までに、保護者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がな

い場合、かつ障害児通所給付費支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は更新される

ものとします。 

 

第３条（サービスの内容） 

 １ 事業者は、第４条に定める個別支援計画に基づいて、別紙「重要事項説明書」に記載するサー

ビスを提供します。 

 ２ なお、利用時間、料金等については、「契約書別紙」のとおりとします。事業者は「契約書別紙」

に定めた内容について予め保護者に説明し同意を得るものとします。 

 ３ 事業者は、サービス提供に当たり、利用児童又は他の利用児童の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。なお、やむを得ず身体拘束を行なった場

合には、身体拘束の態様や時間、その際の利用児童の心身の状態並びに身体拘束を行なった理由

を記録します。 

 

第４条（個別支援計画の作成） 

 １ 事業者は、利用児童が置かれている環境及び日常生活全般の状況を通じて、保護者及び利用児

童が希望する療育目標を設定し適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。個別支援

計画の作成に係る業務は事業所の児童発達支援管理責任者に担当させるものとします。 

 ２ 事業者は保護者及び利用児童との面接により実施状況を把握し、６ヶ月に１回以上個別支援計

画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。 

 ３  第１項および第２項の個別支援計画については、その内容について保護者及び利用児童に説

明し、文書によりその同意を得ます。また当該計画について、保護者に書面で交付します。 



第５条（障害児通所給付費支給申請に係る援助） 

  事業者は、保護者が通所給付費支給期間終了に伴う障害児通所給付費支給申請を円滑に行えるよ

う、保護者を援助します。 

 

第６条（サービス提供の記録） 

 １ 事業者は、サービスを提供した際には、提供日、提供したサービスの具体的内容、利用者負担

額等に関する必要な事項をその都度記録します。 

 ２ 事業者は、上記諸記録について保護者からの確認を受けます。 

 ３ 事業者は、サービス提供に関する諸記録を作成し、サービスを提供した日から５年間保存しま

す。 

 ４ 保護者及び利用児童は、当該利用者に関する第１項の諸記録の閲覧及び複写物の交付を受ける

ことができます。ただし、複写に関しては、事業者は保護者に対して実費相当額を請求できるも

のとします。 

 

第７条（料金） 

 １ 保護者は、サービスの対価として「契約書別紙」に定める料金をもとに計算された月ごとの合

計額を支払います。 

 ２ 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細書を付して、翌月１５日までに利用者に通知し

ます。 

 ３ 保護者は、当月の料金の合計額を翌月２８日までに支払います。支払方法は事業者の指定する

方法によるものとします。 

 ４ 事業者は、保護者から料金の支払を受けたときは領収証を発行します。 

 

第８条（相談・苦情対応） 

 １ 事業者は、保護者及び利用児童からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に関す

る要望、苦情等に対し、保護者及び利用児童の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努

めます。なお、苦情の申立てによって、保護者及び利用児童が不利益な対応を受けることは一切

ありません。 

 ２ 次の事由に該当する場合は、保護者及び利用児童は事業者に対し、改善及び改善結果の報告を

求めることができます。 

  (１) 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

  (２) 事業者が守秘義務に反した場合 

   (３) 事業者が利用児童やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 

 

 



第９条（契約の終了） 

 １ 保護者は、事業者に対して３０日間の予告期間をおいてで通知することにより、この契約を解

除することができます。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、第８条第２項に規定する事由に該当した場合及び事業者が破産した

場合は、保護者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。 

 ３ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、保護者に対して３０日以上の予告期間をおいて文書

で通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、以下の各号に該当する場

合は、事業者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができるとともに、事

業所または保護者が必要と判断した場合、本契約書第１５条に基づいた対応をいたします。  

  (１) 利用児童のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく２ヶ月以上遅延し、料金を支払う

よう催告したにもかかわらず、相当期間を定めても支払われない場合 

  (２) 保護者又は利用児童が、事業者やサービス従業者または他の利用児童に対して、この契約

を継続しがたいほどの重大な背信行為を行った場合 

 ４ 利用児童の障害児通所給付費の支給決定が取り消された場合、もしくは障害児通所給付費支給

期間終了に伴い障害児通所給付費支給申請を行った結果、不支給となった場合、所定の期間の経

過をもってこの契約は終了します。 

 ５ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

  (１) 利用児童が施設に入所した場合 

  (２) 利用児童が死亡した場合 

 

第１０条（連携） 

 １ 事業者は、サービスの提供に当たっては、他の児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 ２ 事業者は、サービスの提供終了に際しては、保護者及び利用児童に対して適切な援助を行うと

ともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

第１１条（秘密保持） 

 １ 事業者及びその従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用児童及びその家族に関する

秘密を、正当な理由なく他の事業者及び第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同

様です。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査のため

に、事業者が利用児童の個人情報を用いることに、保護者は同意します。 

 ３ 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、

あらかじめ文書により利用児童又は保護者の同意を得ます。 

 

 



第１２条（賠償責任） 

  事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用児童の生命・

身体・財産に損害を及ぼした場合は、速やかにその損害を賠償します。 

 

第１３条（緊急時の対処） 

  事業者は、利用児童の健康状態が急変した場合は、医師に連絡を取る等必要な処置を行うととも

に、あらかじめ届け出られた連絡先に、速やかに連絡します。 

 

第１４条（本契約に定めのない事項） 

 １ 利用児童及び保護者と事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

 ２ この契約に定めのない事項については、児童福祉法令その他諸法令の定めるところに従い、双

方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第１５条（裁判管轄） 

  この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、保護者及び事業者は保護者の住所地を管轄する

裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

 以上の契約を証するため、本書２通を作成し、保護者、事業者が署名押印のうえ、１通ずつ保有す

るものとします。 

 

契約締結日       年   月   日 

 

契約者氏名 

 事業者 

  （事業者名）合同会社 FreeForm School 友遊学舎 

  （住  所）埼玉県さいたま市緑区大字中尾 2454 

  （代表者名）古井 伊知郎          印 

 

保護者 

  （住所）                    

   

  （氏名）                  印 

 

利用児童 

  （氏名）                    
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友遊学舎 

児童発達支援・放課後等デイサービス 

重  要  事  項  説  明  書 

 

１ 事業者の概要 

名 称 合同会社 FreeForm School  

法 人 種 別 営利法人 

代 表 者 氏 名 古井 伊智郎 (代表社員) 

本 社 所 在 地 

（ 連 絡 先 ） 

（法人登記簿記載の所在地）埼玉県さいたま市緑区大字中尾 2454 

048-676-7959 

法人設立年月日 令和６年７月２２日 

法人が所有する 

営業所の種類・数 
障害児通所支援事業 １事業所 

 

２ 事業所の概要 

名 称 友遊学舎 

事 業 の 種 類 児童発達支援・放課後等デイサービス 

事 業 所 番 号 第 1156516757号（令和 7 年 1 月 1 日指定） 

所在地 
〒336-0932 

埼玉県さいたま市緑区大字中尾２４５４ソモア１階 

連絡先 048-676-7959 
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利 用 定 員 児童発達支援・放課後等デイサービス 合計で１０名 

主たる対象者 知的障害、精神障害及び発達障害 

営 業 日 

・ 

サービス提供 

時 間 

平日(月曜日～金曜日) 

・児童発達支援 １０：００～１５：００ ※祝日は休業 

・放課後等デイサービス 学校終業後～１８：００ 

祝日・学校休業日（土曜、日曜を除く） 

・放課後等デイサービス １０：００～１６：００ 

事業所の通常の 

事業実施地域 

さいたま市緑区・南区・浦和区、川口市 

(事業所より半径 2km程度の範囲) 

※ 事業所よりの実際の走行距離や、配車の都合によっては送迎が実施できな

い場合もございます。 

※ その他の地域は相談に応じます。 

事 業 の 目 的 

及 び 運 営 方 針 

⚫ 事業の目的 

子どもたちが安心して友達を作り、共に遊び、共に学ぶことを通じて、社

会性や自己肯定感を育むことを目的としています。一人ひとりの個性を大

切にし、子どもたちが互いに支え合いながら成長できる環境を提供しま

す。また、保護者や地域と連携し、子どもたちの健やかな未来を支えるこ

とを目指します。 

 

⚫ 運営方針 

① 友達作りの支援 

子どもたちが安心して友達を作れるよう、コミュニケーションを育む活

動やグループでの取り組みを積極的に行います。 

② 遊びを通じた学びの促進 

子どもたちの興味や好奇心を引き出し、遊びを通じて学べる環境を整え

ます。楽しみながら成長できる体験を重視します。 

③ 共に成長する場の提供 

子どもたち同士の協力や助け合いを促し、みんなで共に成長する喜びを

共有できる場を作ります。 

④ 個々の成長に応じた支援 
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一人ひとりの発達段階や特性に応じた支援を提供し、それぞれのペース

で成長できるようサポートします。 

⑤ 安心・安全な環境の確保 

子どもたちが心から安心して過ごせるよう、スタッフが細やかな配慮を

行い、温かく安全な環境を維持します。 

⑥ 保護者との連携 

子どもたちの成長を共に見守るため、保護者との密な連携を図り、家庭

との一貫した支援を行います。 

⑦ スタッフの専門性向上 

スタッフの研修やスキルアップを継続的に行い、質の高いサービスを提

供し続けます。 

第三者評価 

実施状況 

当事業所は事業開始から間もないため、現時点では第三者評価を実施しており

ません。令和７年度末に第三者評価を実施予定です。それまでの間は自己評価

を定期的に行い、サービスの質向上に努めます。その評価結果は当事業所ホー

ムページにて公表いたします。 

ガイドラインに

基づく自己評価

の実施 

実施状況：年に１回以上実施（毎年度１１月を目途に実施します） 

公表の方法：事業所のホームページに掲載します。 

      【URL：https://www.freeform.school/】 

事業所が行う 

他のサービス 
他サービス実施なし 

 

３ 事業所の職員体制について 

（１）職員体制                （令和 7 年 1 月 1 日時点） 

職種 合計人数 備考 

管 理 者 １ 
職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等におい
て規定されている指定通所支援事業の実施に関し、事業所の
職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行います 

児 童 発 達 支 援 

管 理 責 任 者 
１ 利用者の個別支援計画の作成、利用者又はその家族に対する

相談及び援助並びに他の職員に対する技術指導及び助言を行
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います 

児 童 指 導 員 

又 は 保 育 士 
１ 

個別支援計画に基づき、利用者および保護者に対し適切に支
援・指導等を行います 

機能訓練担当職員 １ 専門職として、専門的かつ個別的な支援を行います 

※ 埼玉県条例で定める基準を下回らない範囲で変動することがあります。 

 

（２）勤務体制 

職 種 勤   務   体   系 

管 理 者 9:30～18:30 

児 童 発 達 支 援 

管 理 責 任 者 
9:30～18:30 

児 童 指 導 員 

又 は 保 育 士 
9:30～18:30 

機能訓練担当
職 員 

9:30～18:30 

 

４ 事業所の設備等の概要 

設 備 の 種 類 部 屋 数 備         考 

機 能 訓 練 室 １室  

相 談 室 １室  

静 養 室 １室  

ト イ レ ２室 １室はバリアフリー対応（手すりあり） 
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バ ス ル ー ム １室 脱衣所兼洗面室１室付属（バリアフリー、手すりあり） 

※ 埼玉県条例で定める設備基準を遵守しています。 

 

５ 提供するサービスの内容 

サービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。「個別支援計画」は当事業所の児童発達

支援管理責任者が作成し、通所給付決定保護者（以下「保護者」という）の同意をいただきます。

計画は少なくとも６か月に１回以上見直し、必要に応じて変更を行います。なお、作成した「個

別支援計画」は保護者に交付します。 

サ ー ビ ス の 種 類 サ ー ビ ス の 内 容 

個別支援計画の作成 
利用児童及び通所給付決定保護者の意向や心身の状況等のアセスメント
を行い、生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を
記載した個別支援計画を作成します。 

日 常 生 活 訓 練 日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等を行います。 

集 団 生 活 適 応 訓 練 会話、非言語コミュニケーション、情報機器操作等を行います。 

創 作 的 活 動 絵画、工作、園芸等を行います。 

相 談 業 務 健康、福祉、生活の相談等を行います。 

介 護 サ ー ビ ス 更衣、排泄等の身体介助を行います。 

送 迎 サ ー ビ ス 
希望により、利用児童の居宅又は学校等と事業所との間の送迎を行いま
す。 

英 会 話 教 室 オンライン、オフラインで外国人との会話練習を行います。 

 

６ 利用料金 

（１）障害児通所給付費支給対象サービスに係る利用者負担額 

サービスを提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準によります。通所

給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の１割と負担

上限月額のいずれか額の小さいほうが、１月あたりの利用者負担額になります。利用料の１割

が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。 
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※ 利用者負担額として児童の保護者等から徴収した額以外については、各市町村から代理

受領するものとします。 

※ 負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。） 

障害児通所給付費について事業者が代理受領を行わない(通所給付決定保護者が償還払い

を希望する)場合は、障害児通所給付費の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サ

ービス提供証明書」を交付しますので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に障害児通所給付

費の支給（利用者負担額を除く）を申請してください。 

 

（２）利用者自己負担のサービスについて 

内  容 料        金 

活動に係る材料費・交通費・入場料など 実費相当額 

おやつ代 １００円／回 

記録等の複写物交付(ご希望によるもの) １０円／枚 

 

（３）欠席時の対応について 

急病等により、利用を予定していた日の前々日、前日又は当日に欠席の連絡をいただいた場

合につきましては、電話等により利用児童の状況を確認し、次回の利用の相談援助を行い、そ

の内容を記録した場合は、月に４回を限度として欠席時対応加算を算定いたします。 

 

７ 支払い方法 

上記利用料金の支払いは、サービスを利用した月の翌月 15日までに請求しますので、請求月

の 28日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

① 指定口座からの自動振替 

② 事業者指定口座への振り込み 

 

８ 利用者の記録及び情報の管理等 

① 事業者は法令に基づいて、利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてそ

の内容を開示します。また、記録及び情報についてはサービスを提供した日から５年間保管

します。閲覧希望の際にはお申出ください。 

② 利用者の個人情報については、個人情報保護法に沿った対応を行います。また、サービス提

供を行う上で必要となる場合には、予め別紙のとおり同意書を取り交わした範囲内で情報を

提供します。 
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９ ご利用に際し留意していただきたい事項 

設備・器具の利用 
設備・器具等のご利用に際し、利用者の重大な過失による破損等が生じた

場合はその賠償をしていただきます。 

他者への損害 
利用者の重大な過失により他者に損害を与えた場合は、その賠償をしてい

ただきます。 

宗教活動等 

保護者及び利用児童の思想、信仰は自由ですが、他者に対する布教活動・

政治活動・営利活動等は禁止します。 

指示に従わない場合は、退所をお願いする場合があります。 

貴重品の管理 
保護者の責任において管理していただきます。当事業所に無断で持ち込ん

だ場合は、その責を負いません。 

 

10 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用児童に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに保護者

や医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

【主治医】 

医 療 機 関 名 称  

主 治 医 氏 名  

所 在 地  

電 話 番 号  

診 療 科  

【緊急連絡先】 

氏 名  続  柄  

住 所  

連 絡 先  
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11 協力医療機関 

当事業所は下記の医療機関と協力し、利用児童の病状の急変等に備えています。 

医 療 機 関 名 称 岩崎内科診療所 

医 院 長 名 岩崎 良二 

所 在 地 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－２ 

電 話 番 号 ０４８－８２２－８５５７ 

診 療 科 内科 

 

12 非常災害時の対応  

非常時の対応 別途定める「非常災害対応マニュアル」に従って対応します。 

防火管理責任者 配置不要のためなし 

避難訓練 利用者も参加の上、年２回実施します。 

防災設備 

・火災報知機 

・火災通報装置 

・煙報知器 

・スプリンクラー 

 

13 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護

者に対する支援等に関する法律（平成 23年法律第 79号）」を遵守するとともに、下記の対策を

講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者・古井伊智郎 

② 苦情解決体制を整備しています。 

③ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 
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14 事故発生時の対応方法について 

利用児童に対するサービスの提供中に事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用児童の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用児童に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行います。 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動 

保険名 スポーツ保険 

保障の概要 傷害保険・賠償責任保険 

 

15 相談・苦情窓口 

（１）当事業所の相談・苦情窓口 

担 当 者 
【苦情受付担当者】（児童発達支援管理責任者・大浦悠登） 

【苦情解決責任者】（管理者・古井伊智郎） 

連 絡 先 048-676-7959 

受 付 時 間 事業所の営業時間と同じ 

第 三 者 委 員 選定中 

 

（２）当事業所以外の相談・苦情窓口 

 当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受付けています。 

市

町

村 

担 当 部 署  

所 在 地  

連 絡 先  
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受 付 時 間  

 また、埼玉県運営適正化委員会においても苦情対応を行っています。 

名 称 埼玉県運営適正化委員会 

所 在 地 さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ１階 

連 絡 先 ０４８－８２２－１２４３ 

受 付 時 間 月～金曜日 ９時～１６時 

                      

令和    年    月    日     

障害児通所支援を提供するにあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しま

した。 

     事 業 者 

     （所 在 地） 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 2454  

     （事 業 者 名） 合同会社 FreeForm School      

     （事 業 所 名） 友遊学舎             

     （説 明 者）職名 管理者             

             氏名 古井 伊智郎        印   

 

 私は本書面により、障害児通所支援の重要な事項について、事業者から説明を受けました。 

     保護者 

     （住 所）                           

 

     （氏    名）                   印   

 

     （続    柄）       

 

     利用児童 

     （住 所）                           
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     （氏    名）                       


